
 

 

 天理市立保育所における一時保育に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和３年12月15日 

                       天理市長 並 河  健  

天理市条例第18号 

   天理市立保育所における一時保育に関する条例の一部を改正する条例 

 天理市立保育所における一時保育に関する条例（平成16年５月天理市条例第

13号）の一部を次のように改正する。 

 題名及び第１条中「天理市立保育所」を「天理市立こども園」に改める。 

第２条の表中 

「    

を  天理市立南保育所 天理市勾田町92番地  

   」 

「    

に改める。  天理市立前栽こども園 天理市杉本町2 4 3番地１  

   」 

 第７条中「保育所」を「第２条の実施施設」に改める。 

   附 則                              

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)以後の天理市立前栽こども

園における一時保育の実施に関し必要な手続は、施行日前においても行うこ

とができる。 


